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横 浜 教 区 

主 教 選 挙 

２) 

単独の教区 

１）－① 

伝 道 教 区 
教区会決議と総会承認により 

（法規第 128 条の 3） 

１)－②－ｂ 

従来の方法による
教区再編 

法規第 128 条による再編 

再編しようとする当該教区の教区

会と総会承認による。 

宣教協働区内で
の教区再編 

法規第 128 条の３第２項 

宣教協働区協働委員会は、伝道

教区の運営、宣教・牧会などに

ついて宣教協働区内の協働を推

進する。 

➡そうなれば、宣教協働区内の他

の教区の教区主教が管理主教と

なる、ということが自然の流れ

であることは明白。 

１)－②－ａ 

宣教協働区の区割り変更 

新たな宣教協働区の区割り変更を

総会において提案し、その可決を

待って、伝道教区となり、教区再

編を目指す。 
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１．東京・北関東両教区との協働について 

１） 松戸聖パウロ教会、柏聖アンデレ教会の設立 

 

第４９（定期）教区会 決議第１７号 

 

常磐沿線の宣教に関する東京・北関東・横浜三教区覚書（案）承認の件 

 

１９６３年以降、「常磐沿線に伸びる首都圏住宅地に散らされた信徒の交わりの復活」と

「未信徒への働きかけ」を目標に、東京・横浜両教区の協働プロジェクトとしてその歩み

を続けてきた松戸集会伝道所… 

 

「常磐沿線三教区宣教協働委員会」１９９１年１月に発足した。 

 

２） 浦安伝道所 

２００２年１１月 浦安集会所開会礼拝 

２００７年 ９月 伝道所設立認可 

２００８年  ８月 教籍を置ける伝道所となる 

２０１９年   １月 閉所を決定し、常置委員会に文書提出 

２０１９年   ３月 伝道所認可取消 

 

主日礼拝には教区を超えた聖職（東京）が奉仕。浦安セミナリオ、講演会には教区・教派を

超えた聖職や信徒を講師に。 

➡ 「隅の親石」９７頁 横浜新伝道と横浜・東京・北関東三教区の宣教協力体制 

 

２． 宣教協働区の区割りについて 

２０２０年の第６５（定期）総会の決議第１１号において、日本聖公会法規の一部を改正する件

として宣教協働区伝道教区に関する議案が可決。 

 

東日本宣教協働区 北海道、東北、北関東、東京 

中日本宣教協働区 横浜、中部、京都、大阪 

西日本宣教協働区 神戸、九州、沖縄 

 

しかし、その他にもいくつかの区割り案は検討されてきた。その中で、４つの宣教協働区案では、

東京と横浜が一つの宣教協働区となることが検討されたが、仮にそうなると、現在堅信受領者の

日本聖公会全体に占める割合が、２教区で４０％を超えることになるものであった。 

もう一つの区分けとして、東京・横浜両教区に更に北関東教区を加えると、この３教区で日本聖

公会の堅信受領者の約４８％、５割弱となる結果であった。 

そして、この比率は 2030 年までの予測においてもほぼ変わることがなかった。この点が、東京と

横浜の両教区を別々の宣教協働区に組み入れ、現在の３つの宣教協働区とする現行案が提案され

た一つの（すべてではないかも知れないが…）、しかし、決して小さくない要因といえる。 
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３． 以上、１．と２．はある意味で相反する意味を持っている。そのことを踏まえた上で、 

１） 私たちの横浜教区がこの先、あくまでも“仮に”ではあるが、教区再編に向けて歩み出すと

いうことであれば… 

① 主教選挙は行わず、現在の宣教協働区の区割りのもとで、 

教区再編を目指して、教区会で“伝道教区”となることを決議する。 

➡ 現在の宣教協働区の区割り、すなわち、中日本宣教協働区のいずれかの教区（中

部・京都・大阪）との再編となる。 

② 主教選挙を行って、新たな教区主教のもとで、 

ａ）総会で、新たな宣教協働区の区割り変更（東京・北関東教区と同じ宣教協働区に入る）

を提案し、その可決を待って、東京・北関東教区との教区再編を目指して、教区会で

“伝道教区”となることを決議する。 

➡ 時間を要し、且つ、区割り変更（案）が可決されるかどうかは不透明である。 

ｂ）従来からあった法規第１２８条（教区の設立・合併・区域変更）に基づき、教区再編を

目指して教区会で決議し、踏み出す。 

➡ 宣教協働区の区割りに拘わらず、どの教区とも教区再編（合併）を目指すことがで

きる。 

２） “単独の教区”のまま歩むのであれば… 

主教選挙を行って、新たな教区主教のもとで単独の教区として歩む。 

 

４． 結論として 

上記３．の２) 主教選挙を行って、新たな教区主教の下で協議を行い、その上で… 

② もともとあった法規第１２８条（教区の設立・合併・区域変更）に基づき、教区会で決議

し、教区再編に踏み出す。 

③ 新たな教区主教のもと、単独教区のまま歩む。 

このいずれかが、現在の横浜教区にとって現実的に適切かつ妥当と思われる方向性と考えられる。 
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中日本宣教協働区 

 

 


